
B 新規の「類型事項」を設けるもの　※資料３「類型事項１１～１４」に該当する事務 ※整理番号が色付きのものは質問があった項目

個人情報取扱事務の概要

個人情報の利用目的

取得しようとする個人情報

取得しなければならない理由 個人情報の記録項目
整理
番号

類型事項・個
別事項

実施
機関 担当課室

所等
事務の名称 事務の目的 取得対象者

①
刑事
事件

②
少年
事件

③
犯罪
被害

④
病歴

⑤
障害

⑥
健康診
断結果

⑦
医師の
指導等

※ 保有個人情報の件数が1,000
人以上の事務の場合

66
類型事項１１
〔イベント等配
慮〕

知事
障害福祉
課

盲ろう者通訳・介助
者養成研修事務

盲ろう者の意思疎通や移動等の支援を行う通訳・介助
者を養成する。

受講者 通訳者・介助者の聴覚障害の有無を確認する。 － － － － ○ － －
受講者の障害の程度を確認する必要があるた
め。

－

67
産業人材
育成課

全国（山梨県）障害
者技能競技大会事
務

障害者の職業能力の開発を促進し、技能労働者として
社会に参加する自信と誇りを喚起すると共に、広く障
害者に対する社会の理解と認識を高め、もって雇用の
促進と地位の向上を図るために開催する。

参加申込者 大会参加にあたって適切な配慮をするため。 － － － ○ ○ ○ ○ 大会参加にあたって適切な配慮をするため。
氏名、性別、生年月日、年齢、住
所

68
類型事項１２
〔疾病等支
援〕

知事
私学・科学
振興課

山梨県私立幼稚園
等特別支援教育費
補助金事務

県の支援により、心身に障害を有する幼児の私立幼
等への就園を推進するとともに、心身に障害を有する
幼児が就園する私立幼稚園等の障害児教育の内容を
充実させる

私立幼稚園等に就園し
ている心身に障害を有
する幼児

心身に障害を有する幼児を就園させている幼稚園
に対し、補助金を交付するため

－ － － － ○ ○ －

申請園に就園している対象幼児の医師の診断結
果から、補助対象に該当するか及び補助額を確
認するため
※診断結果を記載する様式は県が指定したもの

－

69
子育て支援
課

母子父子寡婦福祉
資金貸付事務

母子家庭、父子家庭及び寡婦に対し、経済的自立の
助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養してい
る児童の福祉を増進するため、必要な資金を貸付け
る。

母子父子寡婦福祉資金
貸付申請者、連帯保証
人、連帯借受人

納期限を過ぎて母子父子寡婦福祉資金償還金が
納付された場合に生じる違約金を免除するため

－ － － ○ ○ ○ ○

申請者及びその家族の疾病、障害により、当初
支払期限に支払うことが出来ないと認められ、違
約金の免除要件を満たすかどうかを確認するた
め

－

70
障害福祉
課

在宅重度心身障害
者居室等整備補助
金交付事務

在宅重度障害者の生活環境改善のため、専用居室等
の整備費に対して補助を行う。

専用居室等の整備が必
要な山梨県内に住所を
有する要綱第２に定め
る障害者

身体障害者手帳1、2級あるいは療育手帳Ａの所有
者であることを確認し、必要な居室等整備に対して
補助を行うため。

－ － － ○ ○ － －
申請者の身体障害者手帳、療育手帳の有無、障
害等級から、交付要件を満たすかどうか判断す
る。

－

71
山梨県心身障害者
自動車燃料費助成
事業事務

心身障害者の生活の利便を図り、福祉の増進に資す
る。

障害等級が支給要件を
満たす者

申請者の身体障害者手帳、療育手帳又は戦傷病
者手帳の、障害名、障害等級から、助成要件を満
たすか判断する。

－ － － － ○ － －
助成金支給の対象となる要件の該当性を確認す
るため。

氏名、生年月日、障害等級、住
所、電話番号、口座番号

72
山梨県介助用自動
車購入等助成事業
事務

助成申請者の本人確認及び助成対象の有無の確認
（本人の障害程度を確認する必要があるため）

障害等級が支給要件を
満たす者

申請者の身体障害者手帳の障害名、障害等級等
から、助成要件を満たすか判断する。

－ － － － ○ － －
助成金支給の対象となる要件の該当性を確認す
るため。

氏名、生年月日、障害等級、住
所、電話番号、口座番号

73
重度心身障害者医
療費貸与事務

重度心身障害者等に対し、重度心身障害者の診療等
に係る費用の支払に充てるための資金を貸与すること
により、重度心身障害者が安心して適切な診療等を受
けることができるようにし、もって重度心身障害者の福
祉の向上を図ることを目的とする。

重度心身障害者医療費
貸与申請者（借受者）、
貸与対象者（重度心身
障害者）

重度心身障害者医療費貸与申請者に必要な資金
を貸与するため。

－ － － － ○ － －
重度心身障害者医療費助成金受給者証、医療
機関の発行する請求書等から、貸付要件を満た
すか、適切な貸与金額か等を確認するため。

申請者番号、借受者氏名、借受
者住所、借受者生年月日、借受
者電話番号、 重度心身障害者
氏名、 重度心身障害者住所、 重
度心身障害者生年月日、 重度
心身障害者連絡先、 借受者との
続柄、 重度心身障害者医療費
助成公費負担者番号、 重度心
身障害者医療費助成受給者番
号、 被保険者証の記号番号、 保
険種別、 保険者番号、 障害種
別、 受給者資格喪失日及び理
由、 口座情報、 貸与管理番号、
貸与年月日、 貸与内容、 貸与診
療月、 貸与金額、 延滞金額、 償
還額、 残額、 償還期限

74
やまなし思いやり
パーキング利用証
交付事務

やまなし思いやりパーキング制度において、思いやり
駐車区画の利用者へ利用証を交付

思いやり駐車区画利用
証申請者

思いやり駐車区画の利用証申請者に利用証を交
付するため

－ － － ○ ○ ○ ○

申請者の身体障害者手帳、療育手帳及び精神
障害者保健福祉手帳の有無、障害等級、医師の
意見書等から、利用証の交付要件を満たすかど
うかを確認するため

－

参考資料４（修正）
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75
山梨県補助犬貸与
育成事業事務

申請者の障害の程度や生活環境等から貸与の可否を
判断する。

障害程度、生活環境に
より必要と認めた者

補助犬貸与申請書に記載された身体障害者手帳
番号、障害の程度や等級等から、貸与の可否を判
断する。

－ － － － ○ － －
貸与決定に当たり、障害の程度を確認する必要
があるため。

－

76
障害者パソコンボラ
ンティア養成・派遣
事務

障害者のパソコン等の使用を支援するパソコンボラン
ティアを養成・派遣する。

障害程度、生活環境に
より必要と認めた者

パソコンボランティアの障害の有無や障害の程度
等を確認する。

－ － － － ○ － －
派遣に当たり、障害の程度を確認する必要があ
るため。

－

77
障害者結婚相談等
事務

障害者の出会いの場を提供する。
障害程度、生活環境に
より必要と認めた者

参加者の障害の有無や障害の程度等を確認す
る。

－ － － － ○ － －
参加者の障害の程度を確認する必要があるた
め。

－

78
障害者結婚祝品贈
呈事務

障害者結婚相談等事業で障害者が結婚する場合、結
婚祝品を贈呈する。

障害程度、生活環境に
より必要と認めた者

対象者の障害名、障害等級等を確認する。 － － － － ○ － －
贈呈に当たり、障害の程度を確認する必要があ
るため。

－

79
健康増進
課

ピロリ菌除菌治療費
助成事業

胃がん予防のためのピロリ菌除菌を進めるため、ピロ
リ菌除菌治療に要する自己負担の一部を助成する

ピロリ菌除菌治療費助
成申請者

助成金を交付するため － － － － － ○ ○
助成対象の除菌治療を受けたことを確認するた
め

－

80
ウイルス性肝炎治
療助成事務

ウイルス性肝炎患者の医療費の負担軽減を図り、治
療を促進し、肝がん、肝硬変への重症化を防止する。

肝炎治療助成受給者証
交付申請を行った県民

肝炎治療費の助成を受けるための受給者証の交
付

－ － － ○ － ○ ○ 医療費助成の基準及び自己負担上限額の決定

氏名、生年月日、性別、治療歴、
肝機能、肝炎ウイルスに係る検
査結果、治療方法、受診医療機
関、住所、家族、課税額、保険証
情報

81
山梨県肝炎認定審
査協議会事務

ウイルス性肝炎患者の医療費の負担軽減を図り、治
療を促進し、肝がん、肝硬変への重症化を防止する。

肝炎治療助成受給者証
交付申請を行った県民

肝炎治療費の助成を受けるための受給者証の交
付

－ － － ○ － ○ ○ 医療費助成の基準の決定
氏名 生年月日　性別、肝機能、
肝炎ウイルスに係る検査結果、
受診医療機関名（医師名を含む）

82

ウイルス性肝炎患
者等のフォローアッ
プ及び検査費用助
成事務

肝炎ウイルスの精密検査、定期検査費用を助成する
ことで県民の負担を軽減し、肝炎ウイルス陽性者の早
期発見、早期治療に繋げ重症化防止を図る。

市町村又は保健所の検
査で肝炎ウイルスが陽
性になった県民

肝炎検査費用の助成金の交付 － － － ○ － ○ － 検査費用の助成金額の決定
氏名、生年月日、性別、肝機能、
肝炎ウイルスに係る検査結果、
受診医療機関名（医師名を含む）

83
特定疾患治療研究
事業

原因が不明であって、治療方法が確立していない、い
わゆる難病のうち難治度、重症度が高く、患者数の比
較的少ない疾患を指定して、治療研究、患者の医療費
の負担軽減を図る。

特定疾患治療費助成申
請者

医療費助成を実施するため － － － ○ － － －
特定疾患治療研究事業の助成対象となることを
確認するため

－

84
不妊に悩む方への
特定治療支援事業

治療費が高額である特定不妊治療に要する費用の一
部を助成し、経済的負担の軽減を図ること

助成申請者
特定不妊治療に要する費用に対する助成金支給
のため

－ － － － － － ○
助成金支給の対象となる要件の該当性を確認す
るため。

年度、受給者番号、氏名、生年
月日、住所、電話番号、申請年
月日、申請額、助成額、申請決
定内容、治療医療機関、治療内
容、治療期間、個別調査票登録
の有無、不承認理由、初回治療
時年齢、他自治体での助成歴

85
在宅人工呼吸器使
用患者支援事業

人工呼吸器使用の難病患者、遷延性意識障害患者が
在宅療養生活を安全に安心して継続するための一時
入院の支援を行う。

助成申請者 医療費等助成を実施するため － － － ○ － ○ ○
対象患者の状況を確認し、実施状況として病状
を確認するため。

－

86
先天性血液凝固因
子障害等治療研究
事業事務

先天性血液凝固因子障害等患者の医療保険等の自
己負担分を治療研究事業として公費負担することによ
り、患者の医療費の負担軽減を図る。

先天性血液凝固因子障
害等治療申請者

医療費助成を実施するため。 － － － ○ － － －
先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対
象者であることを確認するため。

－
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87
遷延性意識障害者
助成事業

患者及びその家族等の経済的負担を軽減する 遷延性意識障害者 遷延性意識障害者に対する助成金支給のため － － － ○ ○ ○ ○
助成金支給の対象者となる要件の該当性を確認
するため

－

88
在宅人工呼吸器使
用患者等支援事業

患者及びその家族等の精神的肉体的負担を軽減する
人工呼吸器使用患者
ALS患者

在宅人工呼吸器等使用患者対する助成金支給の
ため

－ － － ○ ○ ○ ○
助成金支給の対象者となる要件の該当性を確認
するため

－

89
遷延性意識
障害者助成
事業

患者及びその家族等の経済的負担を軽減する
遷延性意識
障害者

遷延性意識障害者に対する助成金支給のため － － － ○ ○ ○ ○
助成金支給の対象となる要件
の該当性を確認するため

－

90
難病患者地域支援
対策推進事業

難病患者及びその家族に対し、在宅療養上の適切な
支援を行うことにより、安定した療養生活の確保と患
者等の生活の質の向上に資することを目的とする。

難病患者及びその家族 難病患者及びその家族に対する相談支援のため － － － ○ ○ ○ ○
支援計画の作成及び相談を受けるのに必要なた
め

－

91
産業人材
育成課

障害者職業能力開
発校入校奨励金支
給

障害者の職業能力の開発向上を促進するため 奨励金支給申請者 奨励金支給のため － － － － ○ － － 支給要件を満たすか確認するため
氏名、性別、生年月日、年齢、住
所

92 職業訓練手当支給

公共職業安定所長の指示により、公共職業能力開発
施設の行う職 業訓練又は職場適応訓練及び職業訓
練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する
法律第４条第２項の認定職業訓練を受ける求職者に
対して支給し、知識及び 技能の修得を容易にする。

手当受給資格認定申請
者

手当支給のため － － － － ○ － － 支給要件を満たすか確認するため
氏名、性別、生年月日、年齢、住
所、本籍・国籍

93 災害見舞金支給
訓練生が訓練上又は通所途上において負傷し、疾病
にかかり、又は死亡した場合にに支給する。

災害を受けた訓練生、
災害見舞金支給申請者

災害見舞金支給のため － － － ○ ○ － － 支給要件を満たすか確認するため
氏名、性別、生年月日、年齢、住
所

94
重度障害者等雇用
促進助成金支給事
務

重度障害者等の雇用機会を幅広く確保するため、重
度障害者等を新たに雇用した事業主に助成金を支給
する。

雇用された障害者 助成金支給のため － － － － ○ － － 支給要件を満たすか確認するため
氏名、性別、生年月日、年齢、住
所、電話番号

95
障害者雇用安定促
進助成金支給事務

中小企業に対して雇用拡大と障害者の職場定着促進
を図ることを目的に国の特定求職者雇用開発助成金
の満了後、企業に助成金を支給する

雇用された障害者 助成金支給のため － － － － ○ － － 支給要件を満たすか確認するため
氏名、性別、生年月日、年齢、住
所、電話番号

96
ものづくり人材就業
支援補助金支給事
務

製造業における高度な知識又は技術を有する人材の
育成及び確保を図るため、県内企業に就職した大学
生等の奨学金返還支援のための補助金を支給する。

補助金支給認定申請者 補助金支給のため － － － ○ － － － 支給要件を満たすか確認するため －

97
就業支援セ
ンター

公共職業訓練等受
講証明

訓練生の受講証明を行うため
雇用保険受給対象であ
る訓練生

訓練生の「公共職業訓練等受講証明書」に受講証
明を行うため

－ － － － － ○ ○

訓練生が職業訓練校経由で公共職業安定所長
あてに提出する「公共職業訓練等受講証明書」
に受講証明を行うため。
訓練生は訓練を受けなかった日のうち、疾病や
負傷等のやむを得ない理由がある場合は、病院
の領収書の写しや医師の診断書等の証明書類
を添えて、公共職業安定所長へ提出することと
なっている。

－
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B 新規の「類型事項」を設けるもの　※資料３「類型事項１１～１４」に該当する事務 ※整理番号が色付きのものは質問があった項目

個人情報取扱事務の概要

個人情報の利用目的

取得しようとする個人情報

取得しなければならない理由 個人情報の記録項目
整理
番号

類型事項・個
別事項

実施
機関 担当課室

所等
事務の名称 事務の目的 取得対象者

①
刑事
事件

②
少年
事件

③
犯罪
被害

④
病歴

⑤
障害

⑥
健康診
断結果

⑦
医師の
指導等

※ 保有個人情報の件数が1,000
人以上の事務の場合

参考資料４（修正）

98
職業訓練受講給付
金受講証明

訓練生の受講証明を行うため
求職者支援制度の対象
者である訓練生

訓練生の「職業訓練受講給付金支給申請書」に受
講証明を行うため

－ － － － － ○ ○

訓練生が公共職業安定所長あてに提出する「職
業訓練受講給付金支給申請書」に受講証明を行
うため。
訓練生は訓練を受けなかった日のうち、疾病や
負傷等のやむを得ない理由がある場合は、病院
の領収書の写しや医師の診断書等の証明書類
を添えて、公共職業安定所長へ提出することと
なっている。

－

99
教育
委員
会

スポーツ健
康課

独立行政法人日本
スポーツ振興セン
ター災害共済給付

児童生徒の災害共済給付 県立学校児童生徒 児童生徒の災害共済給付 － － － ○ ○ － ○ 日本スポーツ振興センターの災害給付のため
氏名、生年月日、性別、住所、傷
病名、学校名、学年組、保護者
等

100 図書館
図書館資料等の利
用に係わる事務

特定の疾患、障害等を持つ利用者への図書館サービ
スを支援をする

対象者
特定の疾患、障害等を持つ利用者への図書館
サービスを支援をするため

－ － － ○ ○ ○ ○
特定の疾患、障害等を持つ利用者が図書館サー
ビスを利用する支援をするため

－

101
駐車場料金割引措
置

障害者の駐車場負担を免除する。

図書館駐車場利用者の
うち身体障害者手帳、戦
傷病者手帳、療育手帳
又は精神障害者保健福
祉手帳の交付を受けて
いる者

障害者の駐車場料金を免除するため。 － － － － ○ － －
駐車場料金免除の要件の該当性を確認するた
め。

－

102
類型事項１３
〔選考、採用
等〕

知事
私学・科学
振興課

外国青年招致事務
語学指導等を行う外国青年を招致し、本県の国際交
流事業及び私立高等学校等における英語教育等の充
実、強化を図る

招致する外国青年
人選とその後の処遇にあたり、合理的範囲内で適
正等を判断するため

－ － － ○ ○ ○ ○
選考・採用等の事務においては、適正等を判断
するため、病歴等4項目を取得する必要がある。

－

103
山梨県若者海外留
学体験人材育成事
業

県内の高等学校、大学等に在籍している生徒・学生の
留学を促進し、国際的な視野と高度な知識・技能を
持った人材の育成を図る。

応募者、補助対象者 補助対象者選考審査のため － － － ○ ○ － － 留学の目的を達成できるか審査するため －

104 人事課
非常勤嘱託等の採
用選考のための健
康診断書の提出

人選とその後の処遇に当たり、合理的範囲内でその
適正等を判断するため

非常勤嘱託、臨時的任
用職員、再任用職員

人選とその後の処遇に当たり、合理的範囲内でそ
の適正等を判断するため

－ － － ○ ○ ○ ○
選考、採用等の事務においては、適正等を判断
するため、採用しようとする者の病歴等を把握す
る必要がある。

－

105
職員厚生
課

定期健康診断に関
する事務

労働安全衛生法第66条に基づき実施する医師による
健康診断と合わせて実施した法定項目以外の検査の
結果・管理

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

職員の安全及び健康を確保することにより県政の
能率的な運営に資するため

－ － － ○ － ○ ○

・健康診断の結果、特に健康の保持に努める必
要があると認める労働者に対し、医師又は保健
師による保健指導を行う必要がある。
・生活規制の面及び医療の面の区分を組み合わ
せて措置を決定する必要がある。

－

106
県外事務所職員定
期健康診断に関す
る事務

－ － － ○ － ○ ○ －

107
特定業務従事者検
診に関する事務

－ － － ○ － ○ ○ －

108
新任職員検診に関
する事務

職員(非常勤嘱託を含
む）

－ － － ○ － ○ ○ －
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取得しなければならない理由 個人情報の記録項目
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①
刑事
事件

②
少年
事件

③
犯罪
被害

④
病歴

⑤
障害

⑥
健康診
断結果
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参考資料４（修正）

109
特殊業務従事者検
診(家畜取扱い者）
に関する事務

山梨県職員安全衛生管理規程第11条総括安全衛生
管理者が必要とする検診に基づき実施した検査の結
果・管理

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

－ － － － － ○ ○ －

110
海外派遣職員健康
診断に関する事務

労働安全衛生法第66条に基づき実施する医師による
健康診断と合わせて実施した法定項目以外の検査の
結果・管理

職員 － － － ○ － ○ ○ －

111

がん検診に関する
事務（胃集団検診、
肺がん検診、子宮が
ん検診、乳がん検
診）

山梨県職員安全衛生管理規程第11条に基づき実施し
たがん検診の結果

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

－ － － ○ － ○ ○ －

112
がん検診に関する
事務
（大腸がん検診）

山梨県職員安全衛生管理規程第11条総括安全衛生
管理者が必要とする検診に基づき実施したがん検診
の結果

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

－ － － ○ － ○ ○ －

113
肺がん喀痰検診に
関する事務

山梨県職員安全衛生管理規程第11条総括安全衛生
管理者が必要とする検診に基づき実施したがん検診
の結果

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

－ － － ○ － ○ ○ －

114
腫瘍マーカー検査に
関する事務

山梨県職員安全衛生管理規程第11条総括安全衛生
管理者が必要とする検診に基づき実施した検査の結
果・管理

職員 － － － － － ○ ○ －

115
VDT作業従事者検
診に関する事務

VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン
について（平成14年4月5日基発第0405001号厚生労働
省労働基準局長通知）に基づき実施する検診の結果・
管理

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

－ － － ○ － ○ ○ －

116
蜂刺され対策検診
（抗体検査）に関す
る事務

蜂死傷災害の防止について（平成17年10月4日付け、
林野庁経営課林業労働対策室長事務連絡）に基づく
対象者選定のための検査の結果・管理

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

－ － － ○ － ○ ○ －

117
蜂刺され対策検診
（エピペン処方）に関
する事務

蜂死傷災害の防止について（平成17年10月4日付け、
林野庁経営課林業労働対策室長事務連絡）に基づく
対象者に対して行った処方の内容・管理

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

－ － － ○ － ○ ○ －

118
腰痛検診に関する
事務

職場における腰痛予防対策の推進について（平成25
年6月18日付け、基発第0618号第4号、厚生労働省労
働基準局長通知）に基づく検診の結果・管理

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

－ － － ○ － ○ ○ －

119
QFT検査に関する事
務

医療施設内結核感染対策について（平成22年3月、日
本結核病学会予防委員会）に基づき実施した検査の
結果・管理

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

－ － － ○ － ○ ○ －

120
臨時健康診断に関
する事務

労働安全衛生法第66条の8に基づき実施した医師によ
る面接指導の結果、必要となった職員の臨時健康診
断の結果・管理

職員 － － － ○ － ○ ○ －

121
精密検査に関する
事務

健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関す
る指針の一部を改正する指針等について(平成29年4
月14日付け、基発0414第2号、厚生労働省労働基準
局長通知）に基づき、就業上の措置を決定するにあ
たっての再検査又は精密検査の結果・管理

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

－ － － － － ○ ○ －
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122
B型肝炎予防接種に
関する事務

医療機関等におけるB型肝炎の予防について（昭和62
年8月6日付け、健医発第928号、厚生省保健医局長
通知）に基づき実施した予防接種の結果・管理

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

－ － － ○ ○ － ○
・予防接種を受けることが適当でない者、予防接
種の判断を行うに際して注意を要する者に該当
するか否かを調べる必要がある。

－

123
破傷風予防接種に
関する事務

山梨県職員安全衛生管理規程第17条に基づき実施し
た破傷風予防接種の結果・管理

職員(臨時職員・非常勤
嘱託を含む）

－ － － ○ ○ － ○

・接種対象者・接種時期を決定する必要がある。
・予防接種を受けることが適当でない者、予防接
種の判断を行うに際して注意を要する者に該当
するか否かを調べる必要がある。

－

124
障害福祉
課

全国障害者スポー
ツ大会派遣事務

心身障害者がスポーツを通じて、機能の回復と体力の
維持増強を図り、健康と社会参加の促進を図る。

県大会による選考
派遣者の障害名、障害等級、障害者手帳の有無
を、主催者に報告する。

－ － － － ○ － －
全国大会出場に当たり、申し込む必要があるた
め。

氏名、生年月日、障害等級、住
所、電話番号

125
産業人材
育成課

普通課程の職業訓
練生入校選考事務

県立職業能力開発施設において、職業訓練を受ける
ことを希望する者を、適性に合った訓練科に受け入れ
ることによって、訓練校の向上を図るため。

普通課程の職業訓練入
校（希望）者

適切な入校選考を実施するため。 － － － ○ ○ － －
入校後、職業訓練を受けれるか確認が必要なた
め。

整理番号、氏名、性別、生年月
日、年齢、住所、電話番号、本
籍・国籍

126 就職関係事務 就職の記録管理のため
専門課程、普通課程及
び短期課程（離転職者）
の職業訓練生

適切な就職活動を実施するため。 － － － ○ ○ － －
就職活動時に、心身の状況を確認する必要があ
るため。

氏名、性別、生年月日、年齢、住
所、電話番号、本籍・国籍

127 職場適応訓練

就職困難な求職者（高齢者等）の就職を促進するため
に、民間事業主に委託し、作業環境に適応させるため
の訓練を実施し、訓練終了後その事業主に雇用させ
る。

職場適応訓練受講者 訓練申込のため － － － ○ ○ － － 訓練の受講前に、心身の状況を確認するため。
氏名、性別、生年月日、年齢、住
所

128
障害者雇用優良事
業所等表彰

障害者を積極的に多数雇用した事業所、障害者の雇
用の促進と職業の安定に著しく貢献した団体または個
人及び社会復帰について成果の著しい勤労障害者に
対し表彰を行い、その努力をたたえるとともに、これを
県民に周知し障害者の雇用の促進と職業の安定に資
する。

障害者及び障害者を雇
用している事業所

適切な表彰選考を実施するため。 － － － － ○ － － 表彰要件を満たすか確認するため
氏名、性別、生年月日、年齢、住
所、電話番号

129
障害者職業能力検
定

障害者が職業に関する技術、技能に習熟し、企業へ
の円滑な就労や障害者の職業意識、職業能力の向上
を促進する。

障害者職業能力検定受
検申込者

適切な検定を実施するため。 － － － － ○ － － 受検要件を満たすか確認するため
整理番号、氏名、性別、生年月
日、年齢、住所、電話番号

130

産業技術セ
ンター・甲
府技術支
援センター

非常勤嘱託職員・臨
時職員の雇用

センターの円滑な運営のため。 採用希望者
人選とその後の処遇に当たり、合理的範囲内で適
性等を判断するため。

－ － － ○ ○ ○ ○
選考、採用等の事務においては、適正等を判断
するため、病歴等４項目を取得する必要がある。

－

131
教育
委員
会

義務教育
課

山梨県公立学校教
員（期間採用教員
等）採用検査事務

教育職員として、必要な知識及び能力についての試験
を実施する

受検者 公立学校教職員を採用するため － － － － － ○ －
教員の採用にあたり、受検者が教育職員として
良好な健康状態であるかを確認するため

－

132
高校教育
課

県立特別支援学校
高等部入学者選抜
事務

学校教育法施行令第２２条の３に規定する視覚障害
者等のうち、特別支援学校の中学部又は中学校を卒
業した者又は卒業見込みの者を対象として県立特別
支援学校の高等部教育課程に適応できると思われる
者を選抜するため

県立特別支援学校高等
部入学者選抜検査受験
者

県立特別支援学校の高等部教育課程に適応でき
ると思われる者を選抜するため

－ － － ○ ○ － － 受験者の有無や障害の状態を確認するため －

133
警察
本部

運転免許
課

運転適性相談に関
する事務

意識を消失する等の運転に関して危険な一定の病気
の者の運転免許の取得、保有の可否を判断し、免許
の停止、取消等を行い、一般の道路交通の安全を確
保する。

免許保有者・申請者のう
ち病気等の自己申告該
当者

運転免許の取得、保有の可否を判断し、免許の停
止、取消等を適正に行うため

－ － － ○ ○ ○ ○
意識を消失する等の運転に関して危険な一定の
病気の者の運転免許の停止、取消等を適正に
判断するため

－

134

地方
独法
県立
病院
機構

県立中央
病院、県立
北病院

職員採用事務 病院に勤務する職員の採用選考を実施する 新規採用職員
病院感染の防止を図るため、健康診断書等により
病歴や感染症の抗体価を確認する。

－ － － ○ ○ ○ ○ 利用目的と同じ －
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B 新規の「類型事項」を設けるもの　※資料３「類型事項１１～１４」に該当する事務 ※整理番号が色付きのものは質問があった項目

個人情報取扱事務の概要

個人情報の利用目的

取得しようとする個人情報

取得しなければならない理由 個人情報の記録項目
整理
番号

類型事項・個
別事項

実施
機関 担当課室

所等
事務の名称 事務の目的 取得対象者

①
刑事
事件

②
少年
事件

③
犯罪
被害

④
病歴

⑤
障害

⑥
健康診
断結果

⑦
医師の
指導等

※ 保有個人情報の件数が1,000
人以上の事務の場合

参考資料４（修正）

135

公立
大学
法人
県立
大

保健課
在学生の健康診断
事務

学校保健法第11条、第13条以外項目の検査結果 在学生 在学生の健康管理 － － － ○ ○ ○ ○ 学生の健康管理 －

136
定期健康診断に関
する事務

労働安全衛生法第66条以外の検査項目の結果
教職員（法人職員も含
む）

教職員の健康管理 － － － ○ ○ ○ ○ 教職員の健康管理 －

137
キャリアサ
ポート課

就職斡旋事務
公共職業安定所から障害を持つ生徒への募集があっ
た場合、斡旋を行う

障害を持ち、そのことを
あらかじめ登録しておく
ことを希望した学生

公共職業安定所から障害を持つ生徒への募集が
あった場合、斡旋を行う

－ － － ○ ○ ○ ○
公共職業安定所から障害を持つ生徒への募集
があった場合、斡旋を行うため

－

138
類型事項１４
〔災害、事故
等〕

知事 人事課 事故報告 職員の人事管理
事故の当事者となった
職員

事故の当事者となった職員の状況を把握し、適切
な服務及び人事管理を行う

－ － ○ ○ ○ ○ ○
職員の服務・人事管理を行うため、事故の当事
者となった職員の状況を把握する必要がある。

－

139
道路管理
課

土木施設環境ボラン
ティア事業

道路、公園、河川の美化活動 活動中に負傷した者 傷害保険請求のため － － ○ ○ ○ ○ ○ 傷害保険金額を算出するため －

140 道路管理瑕疵 損害賠償 被害者 賠償責任保険金請求のため － － ○ ○ ○ ○ ○ 賠償責任保険金額を算出するため －
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